
主な内容

○普通自転車は、「子供や高齢者が運転する場合」や

「車道通行が危険な場合」も歩道を通行できます。

・・１３歳未満の児童や幼児

・・７０歳以上の高齢者

・・内閣府令で定める障害のある身体障害者

○普通自転車は、歩行者用信号機のある横断歩道を

通行できます。

○１３歳未満の子供を自転車に乗車させるとき、保護

者はヘルメットを着用させるよう努めなければな

りません。

○運転者は、助手席以外の座席の同乗者にもシート

ベルトを着用させなければなりません。

・・違反点／１点（高速自動車国道等でのみ適用）

○７５歳以上の普通自動車運転者は高齢運転者標識を

表示しなければなりません。

・・違反点／１点 反則金／4，000円

○一部の聴覚障害者が所定のワイドミラーの装着に

より普通免許の取得が可能になりました。

・・ワイドミラー未装着

違反点／２点 反則金／7，000円

・・聴覚障害者標識の表示義務

違反点／２点 反則金／4，000円

家庭裁判所の窓口では、家庭裁判所の手続を利用し

やすいものとするために、「家事手続案内」を行ってい

ます。

例えば、「夫婦間や子どもに関する問題」、「成年後見

制度に関する問題」、「相続に関する問題」など、家庭

内や親族間の問題解決のために、家庭裁判所の手続を

利用できるのかどうか、利用するに際して準備すべき

書類、申立て後の手続の流れなどについて、説明・案

内を行っています。

■法テラス（日本司法支援センター）

ウェブサイト ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｈｏｕｔｅｒａｓｕ．ｏｒ．ｊｐ/

コールセンター 緯0570－078374

（平日 9：00～21：00、土曜日 9：00～17：00）

※ＰＨＳ・ＩＰ電話専用 緯03－6745－5600

■裁判所ウェブサイト

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｏｕｒｔｓ．ｇｏ．ｊｐ/

■家事手続情報サービス案内

家庭裁判所の家事事件の手続に関する情報を、音声

又はファクシミリによりご案内しています。

緯0570－031840（24時間、年中無休）

ご存知ですか？
家庭裁判所の「家事手続案内」

１４

道路交通法の一部が改正されました
（平成２０年６月１日施行）

日本では、滞在期間を過ぎても帰国していない不法滞在者が凶悪な事件を引き起こすなど、重大な社会問題と

なっています。全国の警察署では、６月を「外国人の不法滞在、不法就労防止のための活動強化月間」として、

不法外国人の取り締まりを強化します。地域住民の協力をお願いします。

◎問い合わせ先 留萌警察署警備課 緯42－0110（内線481）

■いつも見かけない外国人や日本人が、目的もなく海岸を歩いていたり、工事現場や工場、飲食店で働いて

いたなど、不審に思うことがあったときは遠慮なく通報してください。

■外国人を雇用する場合は、必ず旅券（パスポート）か外国人登録証明書により在留期間や在留資格を確認

してください。

■外国人に関することで、あなたが困っていて相談したいことがあれば気軽にお問い合わせください。

■外国人自身が事件や事故などの被害者になっているとき、また困っているところを見たり聞いたりした場

合はご連絡ください。

『許すな密入国・なくそう不法就労』にご協力を！


